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区　　　分 期間または期限

市税の課税の決定

督　　　促

差　押　え

納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から起算
して3か月以内

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、
またはその公売の期日のいずれか早い日

督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差
押えにかかる通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を
経過した日のいずれか早い日

　固定資産の評価額について不服がある場合は、福岡市固定資産評価審査委員会に審査の申
出をすることができます。（P41をご覧ください。）

　市税の課税の決定や滞納処分などについての取り消しを求める訴訟は、審査請求に対する裁
決を経なければ行うことができません。（出訴期間は、裁決があったことを知った日の翌日から起
算して6か月以内）
　ただし、次の場合には審査請求の裁決を経なくても訴えを提起することができます。
●審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
●処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
●その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

固定資産の評価額についての審査の申出

行政訴訟（処分の取消訴訟）

　市税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある方は、市長に対して文書により審査請求を
することができます。
　審査請求書は、正副2通を作成し、所管の区役所等（P97～98をご覧ください。）を経由して提出し
てください。主な処分に対する審査請求期間は、次のとおりです。

不服申立て

　市内に住所、居所、事務所または事業所（以下「住所等」といいます。）を有していない市民税、
固定資産税、事業所税の納税義務者または宿泊税の特別徴収義務者は、納税に関する事務処
理をしてもらうため、納税管理人を定めることになっています。（納税管理人を定めなくても納付
に支障がないことについて申請をし、認定を受けたときは定める必要はありません。）
　この申告または申請は、区役所課税課（法人市民税、事業所税および宿泊税は法人税務課）へお
願いします。

納税管理人


